福祉第3061号
令和７年(2025年）11月27日
　各社会福祉施設等管理者　　様
　（入所・通所施設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道保健福祉部福祉局地域福祉課法人運営担当課長
　　　７月30日発生カムチャツカ半島付近の地震による津波災害への避難対応等を踏まえた
「非常災害対策計画」の検証等について
　７月30日に発生した標記地震による津波災害に関して、避難指示等が発令された地域に所在する一部の社会福祉施設等から、利用者の避難対応に当たり支障や課題があったと伺っています。
社会福祉施設等は、利用者や職員の人命を守るためにも、非常災害対策計画（以下「計画」という。）を策定し、定期的に避難訓練を実施するなど、災害発生時に備えることとされているところですが、計画は、災害時に実際に機能することが重要であり、災害時の状況や避難訓練の結果等を踏まえて、常に検証や見直しを行っていくことが大切です。
つきましては、貴施設等における計画について、これまでの災害状況等を踏まえて検証を行い、必要に応じ実効性のある計画へと見直しを行っていただくようお願いします。
記
１　避難にあたっての支障・課題の例
　・　避難先の施設へは行ったが、滞在するには支障があった（エレベーターがない、障がい者用トイレが使用できない、等）。
　・　急な避難で、転倒や熱中症などのリスクが懸念された。
　・　警報の発令が通所サービスの送迎時間帯と重なったことで、想定外の対応が求められた。
　・　入所者の状態から、津波到達時間までに、全員の避難場所への移動は難しかった。
２　非常災害対策計画の見直しについて
非常災害対策計画が、実際に機能するかどうか検証を行い、必要に応じて計画内容を実効性
のあるものに見直しを行ってください。
	【参考（検証の視点の例）】
①　災害発生の時間や時期に応じた検証（送迎時間帯や夜間・休日の対応、夏季の熱中症対策、冬季の積雪寒冷地としての対策、感染症流行時の対策等）
②　避難手段の検証（停電時の対応（エレベーターの使用、夜間の照明等）、使用可能な車両や人員体制の確保（送迎時間帯の場合等）、避難経路のリスクや交通途絶の可能性等）
③　避難場所の確認（避難場所は、利用者の支援が可能な環境か、等）


３　その他
施設等の立地場所が、浸水想定区域、土砂災害・津波災害・火山災害の各警戒区域に該当し
ている場合で、市町村地域防災計画に定められた施設が、「避難確保計画」の見直しを併せて行う場合には、市町村への報告が必要ですので、留意願います。

                                                  　連絡先：主査（施設支援）
                                                  　担　当：長多
                                                  　電　話：011-231-4111（内線25-618）
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